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第＊章    参考資料 

 

 

１ 岩国市地域福祉計画策定等検討会参加者名簿 

 

(五十音順・敬称略) 

氏名 所属団体 備考 

相 川  智 幸 岩国・和木小学校校長会 教育関係団体 

市 川  英 之 岩国市社会福祉協議会 福祉関係団体 

江 見  享 子 岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校 保健関係団体 

◎水鶏口  陽一 岩国短期大学 知識経験者 

櫛 部  博 昭 岩国市社会福祉法人地域公益活動推進協議会 福祉関係団体 

小谷川  雅代 岩国市ＰＴＡ連合会 教育関係団体 

杉山  富美江 岩国市訪問看護連絡会 医療関係団体 

角  貞 明 岩国市地区社会福祉協議会連絡協議会 福祉関係団体 

竹 下  徹 徳山大学 知識経験者 

中 廣  元 岩国市民生委員児童委員協議会 
福祉関係団体 

野 上  明 子 山口県社会福祉士会 

橋 本  尚 理 岩国保護区保護司会 その他団体 

原  芳 之 岩国市認知症の人の見守り支援協議会 

福祉関係団体 
平岡  龍一郎 岩国地区権利擁護委員 

宮 本  恒 美 岩国市福祉員連絡協議会 

山 本  忠 生 岩国市ボランティア連絡会 

   ◎ 座 長 

 

２ 岩国市再犯防止推進計画に係る専門部会参加団体 

 

所属団体 

法務省山口保護観察所 

法務省広島矯正管区 

岩国刑務所 

岩国警察署 

岩国保護区保護司会 

岩国地区更生保護女性会 

（順不同）  
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３ 岩国市地域福祉計画策定等検討会開催要綱 

 

令和元年 12月 1 日 

（目的） 

第１条 この要綱は、岩国市地域福祉計画（以下「計画」という。）を策定するに当たり、有

識者、住民等の意見、助言等を求めるため、岩国市地域福祉計画策定等検討会（以下「検

討会」という。）を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（意見等を求める事項） 

第２条 検討会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 計画の策定に関すること。 

⑵ 計画の点検及び評価に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、計画に関すること。 

（検討会の構成） 

第３条 検討会は、参加者 20 人以内をもって構成する。 

２ 市長は、次に掲げる者のうちから、検討会への参加を求めるものとする。 

⑴ 知識経験者 

⑵ 保健、医療、福祉、教育等の関係団体等から推薦された者 

⑶ 公募による一般市民 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（運営） 

第４条 検討会の参加者は、その互選により検討会を進行する座長を定めることができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、検討会に参加者以外の関係者の出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

３ 市長は、第２条各号に掲げる事項のうち専門的事項に関する意見を求めるため、専門部

会を開催することができる。 

４ 専門部会の参加者は、10 人以内をもって構成する。 

５ 市長は、前条第２項各号に掲げる者のうちから、専門部会への参加を求めるものとす

る。 

６ 第１項及び第２項の規定は、専門部会について準用する。この場合において、第１項及

び第２項中「検討会」とあるのは「専門部会」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第５条 検討会及び専門部会の庶務は、社会課において処理する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この要綱は、令和元年 12 月 1 日から施行する。 
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４ 計画の策定経過 

 

日 付 名 称 内 容 

令和２年６月19日 
第１回岩国市地域福
祉計画策定等検討会 

（1）岩国市地域福祉計画策定スケジュー
ルの説明 

（2）岩国市地域福祉計画について 
（3）市民アンケート調査内容の検討 
（4）第３次岩国市地域福祉計画の取組状

況と評価の報告 

令和２年６月 １日～ 
    ６月30日  

岩国市地域福祉の推
進に関するアンケー
ト調査（民生委員・
児童委員、成年後見
制度事業所等） 

・岩国市在住の民生委員・児童委員 
・岩国市内の成年後見制度事業所等 
（成年後見制度の利用の可能性のある高
齢者、障害者等の入所施設等） 

令和２年７月10日～ 

    ８月 ３日 

岩国市地域福祉の推
進に関するアンケー
ト調査 

 
・岩国市在住の18歳以上を無作為抽出 

 

令和２年９月17日 
第２回岩国市地域福
祉計画策定等検討会 

（1）岩国市地域福祉の推進に関する 
アンケート調査の結果報告について 

（2）岩国市地域福祉計画（素案） 
第１章～第２章について 

（3）第４次岩国市地域福祉計画の体系・
骨子（案） 
及び岩国市地域福祉計画（素案）第
３章について 

令和２年９月24日 
岩国市再犯防止推進
計画に係る検討会 

（1）岩国市再犯防止推進計画について 
（2）地域福祉の推進に関するアンケート

について（再犯防止にかかる質問抜
粋） 

令和２年11月26日 
第３回岩国市地域福
祉計画策定等検討会 

（1）岩国市地域福祉計画（素案）第４章
について 
・地域福祉を推進するための取組 

（2）岩国市地域福祉計画（素案）第５章
について 
・成年後見制度の利用を促進するた
めの取組 

（3）岩国市地域福祉計画（素案）第６章
について 
・再犯防止を推進するための取組 

令和３年１月４日～ 
    ２月４日 

パブリックコメント
の実施 

・「岩国市地域福祉計画（案）」に対する
意見募集 

令和３年２月19日 
第４回岩国市地域福
祉計画策定等検討会 

（1）岩国市地域福祉計画の最終案 
について 

  



 
140 

 

５ 用語解説 

 

【あ行】 

イカルス 

市民が聞いてみたい、始めたいと思う講座を選んで、おためしで学べる出前講座。岩国市行政いろい

ろ情報提供（Iwakuni City Administration Reference & Utility Services）の略称（ICARUS）。 

 

ＮＰＯ 

「民間」の「非営利団体」を指す言葉として用いられ、ボランティア団体や市民活動団体をはじめ、

社会貢献活動を行う民間非営利組織に対して使われている。Non Profit Organizationの略称。 

 

【か行】 

協働 

自治の推進のために市民及び市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力、

連携すること。 

 

共同募金 

「社会福祉法」に基づく第１種社会福祉事業で、毎年１回、厚生労働大臣の定める期間内に限って行

う寄附金の募集のこと。地域福祉の推進を図るため、その区域内の社会福祉事業者などに配分するこ

とを目的としている。 

 

協力雇用主 

犯罪・非行の前歴等のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上

で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主。 

 

緊急通報システム装置 

一人暮らし及びこれに準ずる世帯の高齢者、重度身体障害者などが急病、災害時などの緊急事態を通

報できる装置。 

 

虐待 

人権を侵害し、心や身体を傷つけるような行為。殴る、蹴るなどの身体的虐待だけでなく、本人の意

に反する身体的拘束や性的虐待、暴言や脅迫などの心理的虐待、世話を放棄するネグレクト、年金な

どを勝手に使ってしまう経済的虐待などがある。 

 

矯正施設 

刑務所・少年刑務所・拘置所・少年院・少年鑑別所・婦人補導院の総称。 

 

矯正展 

法務省が主唱する「社会を明るくする運動」の中央行事の一環として、刑務作業の現状と重要性を広

く紹介し、矯正行政に対する国民の理解を得ることを目的として行われているもの。  
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刑事施設 

自由刑（懲役・禁錮・拘留）の受刑者、刑事訴訟法の規定により逮捕留置・勾留される被疑者・被告

人、死刑確定者などを収容する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所の総称。 

 

刑法犯 

刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・

強盗・放火・強姦（強制性交等）・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。 

 

権利擁護 

自己の権利や援助ニーズを表明することが困難である人を、あらゆる形態の権利侵害やその可能性

から擁護するとともに、生活を送る上で必要な全ての権利を保障するという考え方やその実践。 

 

権利擁護事業 

高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用など

に関わる相談や支援をすることで、その生活を支援する事業。 

 

更生保護 

犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をな

くし、これらの人たちが自立し改善更生することを助ける取組。 

 

更生保護施設 

保護観察所が、宿泊場所や食事の供与、就職援助、生活指導等を委託する宿泊施設。法務大臣の認可

を受けた民間の更生保護法人等が設置するもの。 

 

更生保護女性会 

地域の犯罪予防や青少年の健全育成、犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性のボランティア団

体。 

 

更生保護法人 

更生保護事業を営む目的で、法務大臣の認可を受け設立された法人。更生保護事業とは、犯罪や非行

をした人たちの改善更生を助けることを目的とした公益性の高い事業であり、継続保護事業、一時保

護事業、連絡助成事業の３種類に大別される。 

 

交通弱者 

高齢者や障害者、又はへき地で生活する者など、日常生活において移動することに制約される者又は

不便を感じる者。 

 

個人情報 

個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日、職業、家族関係、その他の記述等により、

特定の個人を識別することができる情報。他の情報と照合することができ、それによって特定の個人

が識別できる情報も含む。 
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コミュニティ 

共同の社会生活の行われる一定の地域又は集団。中でも「地域コミュニティ」という場合は、特に地

域との結びつきが強く、人々の自主性と自らの責任において、より住みよい地域づくりを行う住民の

集団を指す。 

 

【さ行】 

災害時要援護者 

災害時において、避難や避難生活に、介護や補助など何らかの支援を要する者。 

 

サロン 

身近な場所で気軽に集まり、楽しくふれあいを深めて交流することができる活動の場。 

 

市民後見人 

一般市民による後見人。認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人に親族がいない場合、家庭

裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や日常生活における契約などを本人の代理として

行う人。 

 

社会福祉協議会 

「社会福祉法」に基づく社会福祉法人で、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する

者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、社会福祉を目的とする事業を行う組織。事業内容と

しては、企画及び実施、調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、社会福祉に関する活動への住民参

加のための援助等がある。 

 

社会福祉施設 

社会福祉関係の各法に基づいた、社会福祉事業を行うための施設の総称。 

 

社会福祉法 

社会福祉サービスの基礎をなす法律で、社会福祉の目的や理念、原理等を盛り込み、社会福祉事業の

範囲や社会福祉の基礎構造に関する規定が定められている。 

 

社会を明るくする運動 

すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪をした人等の更生について理解を深め、それぞれの立場に

おいて力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動。 

 

障害者自立支援法 

障害者及び障害児が、地域で自立した日常生活又は社会生活を送ることができる社会を実現するた

めの法律。 

 

少年鑑別所 

専門的知識及び技術に基づいた鑑別、家庭裁判所の決定により収容している者に対する処遇、地域社

会における非行や犯罪の防止に関する援助を行うことを目的とする法務省の施設。 
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少年サポートセンター 

各都道府県警察に設置され、ボランティアや教職員と合同で、街頭補導や非行少年の立ち直り支援等

に取り組む機関。 

 

自主防災組織 

地域住民による自主的な防災活動を行う任意の防災組織。 

 

自立相談支援事業 

生活困窮者自立支援制度における取組の一つ。生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相

談窓口で、生活困窮者が抱えている課題を適切に評価・分析し、支援を行う。また、関係機関との連

絡調整も行う。 

 

身上保護  

親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行うこと。また、後見制度で

後見人が被後見人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと。 

 

スクールカウンセラー 

児童生徒の臨床心理に関して専門的知識や経験を有し、学校において、児童生徒や保護者へのカウン

セリングなどを行う専門家。 

 

スクールソーシャルワーカー 

社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境への働きかけや、関係機

関等とのネットワークの活用により、問題を抱える児童生徒への支援を行う専門家。 

 

生活困窮者 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性やその他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限

度の生活を維持することができなくなるおそれのある者のこと。 

 

生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実

施、住居確保給付金の支給やその他の支援を行うことを目的とした法律。 

 

成年後見制度 

物事を判断する能力が十分ではない者に対して、権利を守る者を選任することにより、法律的に支援

する制度。 

 

善意銀行 

善意のお金、品物を寄付いただき福祉のために有効に活用する窓口。 

  



 
144 

【た行】 

地域協育ネット 

概ね中学校区を一つの単位として、学校関係者や保護者、地域の社会教育団体、専門機関等とのネッ

トワークを形成し、地域ぐるみで子どもたちの育ちや学びを支援する仕組み。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。平成28（2016）年６月に

閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実現が盛り込まれており、今

後の福祉改革を貫く「基本コンセプト」と位置付けられている。 

 

地域ケア会議 

地域包括支援センター等が主催し、地域住民、民生委員児童委員、福祉・保健・医療の専門家等が、

住民の福祉等の課題について話し合い、解決方法等を検討する会議。 

 

地域資源 

地域に点在する人、場所、物及び地域で取り組んでいる活動を地域の特徴的な資源として捉えた総称。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、日常生活圏域の中で、介護、予防、医療、住まい、生活支援サービスを一体的かつ

継続的に提供する体制のこと。 

 

地域包括支援センター 

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、３職種のチーム

アプローチにより、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医

療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする機関。 

 

篤志家 

社会奉仕・慈善事業などを熱心に実行・支援する人。 

 

特別調整 

刑務所等に収容されている者のうち、高齢であり、又は障害を有し、かつ適当な帰住先がない者につ

いて、釈放後速やかに適切な介護、医療等の福祉サービスを受けることができるように必要な調整を

行うこと。 
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【な行】 

認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者のことで、認知症サポー

ター養成講座を受講した人。 

 

ネットワーク 

市民個々人や集団と集団などの網状のつながりの意味。地域福祉活動は市民の誰もが幸せになるこ

とを目指すものだが、その推進を図るためには市民同士をはじめ関係機関・団体などとの能動的で活

動的なネットワーク構築が欠かせない。 

 

ノーマライゼーション 

障害者や高齢者がほかの人々と等しく生きるための社会・福祉環境の整備、実現を目指す考え方。従

来の福祉活動で行われてきた、社会的弱者を社会から保護・隔離する傾向を反省し、すべての障害者

の日常生活の様式や条件を、通常の社会環境や生活様式に可能なかぎり近づけることを目指す。 

 

【は行】 

８０５０問題 

ひきこもりの長期化等により、本人と親が高年齢化し、支援につながらないまま孤立してしまうこと。

80代の親と50代の子で、親が要介護状態に陥ると問題が表面化することに由来する。 

 

バリアフリー 

障害のある人や高齢者などが日常生活を送る上での妨げとなる、様々な障壁（バリア）を取り除くこ

と。もとは段差や仕切りの解消などを指したが、現在では、意識や各種制度などあらゆる面において、

社会参加を困難にするものを取り除くこととしても用いられる。 

 

ＢＢＳ会 

非行のある少年や悩みを持つ子どもたちに、兄や姉のような立場で接しながら、その立ち直りや成長

を支援する活動等（BBS運動（Big Brothersand SistersMovement））を行う青年のボランティア団体。 

 

福祉員 

地域住民から選出され、社会福祉協議会から委嘱を受けて福祉活動を行う福祉活動の推進者。 

 

ふれあい補償制度 

本市内に活動の拠点を置く市民団体が、市民活動中に不慮の事故により、参加者や第三者などへ損害

を与えた場合や傷害を負った場合に適用される補償制度。 

 

法務少年支援センター 

少年鑑別所が、少年非行等に関する専門的知識やノウハウを活用して、地域社会における非行及び犯

罪の防止に関する活動や健全育成に関する活動の支援等を行う際に使用する名称。 
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保護観察対象者 

犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、国の責任

において指導監督及び補導援護を行うもので、保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護

観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者が対象となる。 

 

保護司 

犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアであり、法務大臣から委嘱

された非常勤の国家公務員。 

 

ボランティア休暇 

企業や自治体などが自発的な社会貢献活動を支援、奨励して、休暇を認める制度。 

 

ボランティアセンター 

地区又は職場や学校においてボランティアに関する事務を行い、ボランティアの活性化を図る組織。

市区町村単位で社会福祉協議会と連携して設置されることが多く、ボランティア情報の収集と発信、

ボランティアコーディネート業務、ボランティアに関する教育・研修の場、ボランティアの情報交換

の場として機能している。 

 

【ま行】 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員（非常勤）であり、ボランティアとし

て地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助等を行っている。また、民生委員は児童委員も兼

ねることとされており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等も行っている。 

 

【や行】 

ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、人種、障害の有無等にかかわらず、全ての人が利用やすいように考えられたデザインの

こと。 
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